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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　強化繊維が配列したシートを３枚以上厚み方向に配置し、シート間が部分的に接合され
たプリフォーム用基材であって、前記強化繊維が配列したシートの少なくとも片面に、熱
可塑性樹脂を含む樹脂材料が配置されているとともに、下記（ａ）、（ｂ）の少なくとも
一方の手段を用いてなることにより、各シート間の剥離強さが厚み方向に変化することを
特徴とするプリフォーム用基材。
（ａ）温度の異なる熱媒体で上下から加熱し、厚み方向に温度勾配を持たせて、前記樹脂
材料の軟化具合を調整する加熱手段
（ｂ）圧子を用いた押圧時間を短くして、押圧力を多方向に分散させる押圧手段
【請求項２】
　強化繊維が配列したシートを４枚以上厚み方向に配置し、シート間が部分的に接合され
たプリフォーム用基材であって、前記強化繊維が配列したシートの少なくとも片面に、熱
可塑性樹脂を含む樹脂材料が配置されているとともに、下記（ａ）、（ｂ）の少なくとも
一方の手段を用いてなることにより、各シート間の剥離強さが、中心部から少なくとも一
方の片側表面に向かって増加または減少することを特徴とするプリフォーム用基材。
（ａ）温度の異なる熱媒体で上下から加熱し、厚み方向に温度勾配を持たせて、前記樹脂
材料の軟化具合を調整する加熱手段
（ｂ）圧子を用いた押圧時間を短くして、押圧力を多方向に分散させる押圧手段
【請求項３】
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　各シートに配置されている熱可塑性樹脂を含む樹脂材料の配置量が異なる、請求項１ま
たは２に記載のプリフォーム用基材。
【請求項４】
　各シート間の剥離強さが１０～７００Ｎ／ｍ２の範囲である、請求項１～３のいずれか
に記載のプリフォーム用基材。
【請求項５】
　前記強化繊維の少なくとも一部が炭素繊維である、請求項１～４のいずれかに記載のプ
リフォーム用基材。
【請求項６】
　前記熱可塑性樹脂を含む樹脂材料の配置量が強化繊維に対して０．５～２０重量％の範
囲である、請求項１～５のいずれかに記載のプリフォーム用基材。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載のプリフォーム用基材を型に沿わせて賦形したプリフォ
ーム。
【請求項８】
　少なくとも次の工程（Ａ）～（Ｃ）を順次経ることを特徴とするプリフォーム用基材の
製造方法。
（Ａ）強化繊維を配列したシートの少なくとも片側表面に、熱可塑性樹脂を含む樹脂材料
を配置する接合機能材料配置工程。
（Ｂ）少なくとも前記（Ａ）工程で、前記熱可塑性樹脂を含む樹脂材料を配置したシート
を複数枚厚み方向に配置する配置工程。
（Ｃ）熱可塑性樹脂を含む樹脂材料を媒体として、下記（ａ）、（ｂ）の少なくとも一方
の工程を用いて、加熱された圧子を用いて加熱・加圧することにより、前記シート同士を
厚み方向に部分的に接合する接合工程。
（ａ）温度の異なる熱媒体で上下から加熱し、厚み方向に温度勾配を持たせて、前記樹脂
材料の軟化具合を調整する加熱工程
（ｂ）圧子を用いた押圧時間を短くして、押圧力を多方向に分散させる押圧工程
【請求項９】
　前記工程（Ａ）において、熱可塑性樹脂を含む樹脂材料を、前記強化繊維を配列したシ
ートに加熱して付着させる、請求項８に記載のプリフォーム用基材の製造方法。
【請求項１０】
　前記工程（Ｂ）において、熱可塑性樹脂を含む樹脂材料の配置量が異なるシートを厚み
方向に配置する、請求項８または９のいずれかに記載のプリフォーム用基材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は強化繊維プラスチックを樹脂注入成形法、特にレジントランスファーモールデ
ィング法（以下、ＲＴＭ法という）により製造する際の中間基材であるプリフォームを作
製するためのプリフォーム用基材およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来から、炭素繊維などを強化繊維とした複合材料は、優れた力学特性、軽量特性を満た
すことから主に航空、宇宙、スポーツ用途に用いられてきた。これらの代表的な製造方法
として、ＲＴＭ法などの樹脂注入成形法が挙げられ複雑な形状を有する大型の部材を短時
間で成形することができる。
かかるＲＴＭ成形法では、強化繊維からなるプリフォームを成形型の中に配置して、液状
のマトリックス樹脂を注入することにより強化繊維中にマトリックス樹脂を含浸させ、そ
の後、加熱硬化して強化繊維プラスチックを得ることができる。
ＲＴＭ法などの樹脂注入成形法に適用するプリフォームは従来、平面上の強化繊維が配列
したシートを一枚一枚厚み方向に配置したシート積層体を最終製品形状に準ずる形をした
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賦形型の上に搬送、配置して作成していた。しかしながら該シート積層体を用いてプリフ
ォームを作成する場合、該シート積層体のシート間は接合されていないことから、型への
沿い性という点では優れるものの、賦形型への搬送中に該シートの配向角がずれたり、型
に配置しているときにシートがすべり落ちたりするなど、作業性が悪いこと、信頼性の高
い強化繊維プラスチックが得にくいことに問題があった。
そこで予め何らかの手段でシート積層体のシート間を接合したプリフォーム用基材を製造
することが考えられる。先行する特許文献に現れる技術として、シート間がステッチ糸に
より接合されたプリフォーム用基材が提案されている（特許文献１）。該プリフォーム用
基材はシート間がステッチ糸で接合一体化されていることから、搬送性、取り扱い性など
の作業性に優れる。しかしながら、該プリフォーム用基材を賦形型に沿わせて変形、固定
させる場合、緩やかな形状には適用可能であるが、例えば、直角に曲げる部分に沿わせる
場合、ステッチ糸の締め付けが規制となり、曲げ部分で内側と外側の周長の差が生じ、内
側のシートに皺が発生し、強化繊維プラスチックにした時に本来の強度を発現できないと
いう問題があった。
【０００３】
　上記以外のプリフォーム用基材として、熱可塑性樹脂を含む樹脂材料によりシート間が
接合されたプリフォーム用基材が提案されている（特許文献２）。該プリフォーム用基材
は、各シート間の厚み方向の剥離強さがある値以上であることから３次元形状の型に配置
してもシートが滑り落ちたりすることがなく、またシート間に樹脂材料を配置しているこ
とから衝撃付与後の圧縮強度などの力学特性に優れるなど、信頼性の高い強化繊維プラス
チックを得ることができる。しかしながら、該プリフォーム用基材を曲率半径の小さい部
分に沿わせる場合、シート間の滑りが円滑に起こらないために、皺が発生するなどの問題
があった。
【０００４】
　また、ニードルパンチにより強化繊維を起毛処理して、シート同士がブリッジングされ
たものが提案されている（特許文献３）。該プリフォーム用基材においても、曲率半径の
小さい部分に沿わせる場合、同様に皺が発生するなどの問題があった。
【０００５】
　一方、シート間の滑りが円滑に起こるプリフォーム用基材として、端部のみが熱可塑性
樹脂で接合されたプリフォーム用基材が提案されている（特許文献４）。該プリフォーム
用基材を３次元形状に賦形した場合、端部の接合部を基点として各シートが滑動するため
、皺のないプリフォームを作製することができる。しかしながら、該プリフォーム用基材
は端部以外は接合されておらず、型に搬送している際や賦形しているときにシートがめく
れたり、配向角がずれるなどの問題があり、３次元形状のプリフォームを正確かつ効率よ
く作製するという点で不十分なものであった。
【特許文献１】特開２００４－１６０９２７号公報
【特許文献２】特開２００４－１１４５８６号公報
【特許文献３】特開２００４－６００５８号公報
【特許文献４】特開平５－１８５５３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明の目的は、かかる問題点を解決し、取り扱い性に優れ、３次元形状にも皺無く賦形
できるとともに、優れた力学特性を有する強化繊維プラスチックが得られるプリフォーム
用基材を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　発明者は、上記問題点を解決するために鋭意検討を行い、プリフォーム用基材を曲面形
状に賦形する際に生じる皺とシート間の剥離強さに密接な関係があることを見いだすとと
もに、以下の構成を有することにより、取り扱い性が良好で３次元形状にも優れた賦形性
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を有し、また成形したときに優れた力学特性を有するプリフォーム用基材が得られること
を見いだすに至った。すなわち、
　（１）強化繊維が配列したシートを３枚以上厚み方向に配置し、シート間が部分的に接
合されたプリフォーム用基材であって、前記強化繊維が配列したシートの少なくとも片面
に、熱可塑性樹脂を含む樹脂材料が配置されているとともに、下記（ａ）、（ｂ）の少な
くとも一方の手段を用いてなることにより、各シート間の剥離強さが厚み方向に変化する
ことを特徴とするプリフォーム用基材。
（ａ）温度の異なる熱媒体で上下から加熱し、厚み方向に温度勾配を持たせて、前記樹脂
材料の軟化具合を調整する加熱手段
（ｂ）圧子を用いた押圧時間を短くして、押圧力を多方向に分散させる押圧手段
　（２）強化繊維が配列したシートを４枚以上厚み方向に配置し、シート間が部分的に接
合されたプリフォーム用基材であって、前記強化繊維が配列したシートの少なくとも片面
に、熱可塑性樹脂を含む樹脂材料が配置されているとともに、下記（ａ）、（ｂ）の少な
くとも一方の手段を用いてなることにより、各シート間の剥離強さが、中心部から少なく
とも一方の片側表面に向かって増加または減少することを特徴とするプリフォーム用基材
。
（ａ）温度の異なる熱媒体で上下から加熱し、厚み方向に温度勾配を持たせて、前記樹脂
材料の軟化具合を調整する加熱手段
（ｂ）圧子を用いた押圧時間を短くして、押圧力を多方向に分散させる押圧手段
　（３）各シートに配置されている熱可塑性樹脂を含む樹脂材料の配置量が異なる、前記
（１）または（２）に記載のプリフォーム用基材。
　（４）各シート間の剥離強さが１０～７００Ｎ／ｍ２の範囲である、前記（１）～（３
）のいずれかに記載のプリフォーム用基材。
　（５）前記強化繊維の少なくとも一部が炭素繊維である、前記（１）～（４）のいずれ
かに記載のプリフォーム用基材。
　（６）前記熱可塑性樹脂を含む樹脂材料の配置量が強化繊維に対して０．５～２０重量
％の範囲である、前記（１）～（５）のいずれかに記載のプリフォーム用基材。
　（７）前記（１）～（６）のいずれかに記載のプリフォーム用基材を型に沿わせて賦形
したプリフォーム。
　（８）少なくとも次の工程（Ａ）～（Ｃ）を順次経ることを特徴とするプリフォーム用
基材の製造方法。
（Ａ）強化繊維を配列したシートの少なくとも片側表面に、熱可塑性樹脂を含む樹脂材料
を配置する接合機能材料配置工程。
（Ｂ）少なくとも前記（Ａ）工程で、前記熱可塑性樹脂を含む樹脂材料を配置したシート
を複数枚厚み方向に配置する配置工程。
（Ｃ）熱可塑性樹脂を含む樹脂材料を媒体として、下記（ａ）、（ｂ）の少なくとも一方
の工程を用いて、加熱された圧子を用いて加熱・加圧することにより、前記シート同士を
厚み方向に部分的に接合する接合工程。
（ａ）温度の異なる熱媒体で上下から加熱し、厚み方向に温度勾配を持たせて、前記樹脂
材料の軟化具合を調整する加熱工程
（ｂ）圧子を用いた押圧時間を短くして、押圧力を多方向に分散させる押圧工程
　（９）前記工程（Ａ）において、熱可塑性樹脂を含む樹脂材料を、前記強化繊維を配列
したシートに加熱して付着させる、前記（８）に記載のプリフォーム用基材の製造方法。
　（１０）前記工程（Ｂ）において、熱可塑性樹脂を含む樹脂材料の配置量が異なるシー
トを厚み方向に配置する、前記（８）または（９）のいずれかに記載のプリフォーム用基
材の製造方法。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明のプリフォーム用基材は、取り扱い性が良好で、３次元形状にも優れた賦形性を
有し、かつ、本発明のプリフォーム用基材を用いた成形品は優れた力学特性を有する。
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【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明について、望ましい実施の形態とともに具体的に説明する。図１は本発明
のプリフォーム用基材の一例を概略的に示す斜視図であり、図２は図１のプリフォーム用
基材のＡ－Ａ矢視の断面図である。
【００１０】
　図１において本発明のプリフォーム用基材１は強化繊維が配列したシート２が少なくと
も３枚以上厚み方向に配置されており、各シート間は接合機能を有する材料３、すなわち
、以下に示す、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、またはこれらの組み合わせからなる樹脂材
料がシートの少なくとも片面に配置されて、部分的に接合されている。該接合はピッチＰ
の間隔で行われており、また窪み４は接合時に押圧されて形成されたものである。
【００１１】
　該プリフォーム用基材を手または治具、あるいはフィルムやシートを用いて三次元形状
に賦形する場合、各シート間の剥離強さは厚み方向に変化することが必要である。　
【００１２】
　この理由を以下に示す。プリフォーム用基材１を３次元形状に賦形する場合、特に曲率
半径の小さな曲げ部分では内側と外側の周長の差が大きくなるため、該曲げ部分ではシー
ト間が、すべりを起こさなければ、内側部分で皺が発生する。この時、プリフォーム用基
材１のシート間に内側と外側の周長の差に対応するすべりが生じれば皺の発生が防止でき
るが、各シート間のすべり易さが一定である場合、より長い距離をすべる必要のある外側
の各シート間ほどすべり難くなる。そのため、すべり易さが厚み方向に変化したプリフォ
ーム用基材を適用することにより、より長い距離をすべる必要のある部分にはシート間が
すべり易い側を設定することで、皺を発生させずに適用可能な賦形形状の幅が広くなり、
用途・応用範囲が広くなる。ここでは賦形の際に直接的に働くのはシート間のすべり易さ
であるが、すべり易さはシート間の剥離強度と良い相関関係があるため、より評価し易い
各シート間の剥離強さで表すこととした。
【００１３】
　各シート間の剥離強さの厚み方向の変化は、搬送中や型にセットしたときにシートが剥
がれたりせず、また賦形時に曲げ部分に皺なく沿うようなすべりが発生するのであれば特
に限定されるものではないが、強化繊維が配列したシートを４枚以上厚み方向に配置した
プリフォーム用基材では、中心部から少なくともプリフォーム用基材の片側表面に向かっ
て増加または減少するのが好ましい。具体例として以下の３つが挙げられる。
（１）剥離強さの変化を片側表面から厚み方向に減少または増加するようにすれば、剥離
強さの強い側を内側にして図４の（a）のような賦形型９を用いてＣ型形状に賦形した場
合、シート間の剥離強さが外側に向かって弱くなるため、外側のシート間の滑りが効率よ
く起こり、その結果皺のないプリフォームを得ることができる。ここでいう剥離強さの減
少および増加の比率Ｒａは、曲げ部分で皺を防止するようなすべりが発生するのであれば
特に限定されるものではないが、周長の差が大きくなるほどシート間のすべりも量も大き
くする必要があることから、以下の関係式を満たすことが好ましい。
【００１４】
【数１】

【００１５】
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上記例では剥離強さの強い側を内側にして賦形したが、皺が発生しないのであれば
これに限定されず、賦形の仕方や作業性に応じて、剥離強さの強い側を外側にしても良い
。
（２）剥離強さの変化を両側表面からから中心部に向かって増加するようにすれば、両側
とも曲げの内側になったり外側になったりする図４の（ｂ）のようなZ型形状に好適であ
り、皺を防止するシート間のすべりを円滑に発生させることができる。
（３）剥離強さの変化を両側表面から中心部に向かって減少するようにすれば、外力を受
けやすい両側表面のシートの剥離を予防することができ、取り扱い性に優れるプリフォー
ム用基材が得られる。
【００１６】
　また各シート間の剥離強さは１０～７００Ｎ／ｍ２の範囲であることが好ましく、１５
～４５０Ｎ／ｍ２の範囲であることがより好ましく、さらに好ましくは２０～２００Ｎ/
ｍ２である。剥離強さが１０Ｎ／ｍ２以上であると、取り扱い時にシート間の剥離が生じ
ないこと、搬送中に繊維配向のずれが生じないことから、取り扱い性に優れ、所望の力学
特性を有する成形品を得ることができる。また剥離強さが７００Ｎ／ｍ２以下であると、
皺を防止するすべりが発生し易く好都合である。
【００１７】
　ここでいう剥離強さとは、シート間を剥がすのに要する応力をいう。以下に具体的に厚
み方向の剥離強さの変化を測定する方法の一例を示す。先ずプリフォーム用基材１から１
５０ｍｍ角の大きさを切り出し、適宜シート間を剥がし、約３分割（シート枚数に応じて
分割数を増やす）にする。配置枚数が６plyならば、２－３シート間と４－５シート間を
剥がし（シート間を剥がすときは曲げやねじりを極力発生させないように、ゆっくりと剥
がす）、試験片を３水準（水準１:１－２シート、水準２（中心部）：３－４シート、水
準３：５－６シート：Ｎ数５個）作成する。次に該試験片の両面に十分な剛性を有する鉄
鋼板など（試験片とほぼ同形状１５０ｍｍ角）を全面にわたって接着させ試験体（重り取
り付け用の機構が備わっている）を作成する。なお、試験片と上下面の板は、試験中にシ
ート間より先に剥がれないようにしっかりと接着されており、また試験片と上面の板の重
心位置は試験片にねじりモーメントが加わらないように、ほぼ一直線になるように配置す
る。
次に試験体の片側を十分な荷重を支持可能な構造体（引っ張り試験機用の治具など）にセ
ットし、もう片側に重りをゆっくりと取り付け、シート間が剥がれたときの重さを読みと
る。試験結果はシート間が剥離した時の重さ（ｋｇ）を剥離荷重とし、これを用いて以下
の算出式から剥離強さを求め、各種水準の剥離強さの大小を比較・評価する。
【００１８】
【数２】

【００１９】
　本発明に使用する強化繊維が配列したシート２の強化繊維としては、マルチフィラメン
トであり、特にその種類に制限はないが、例えば、ガラス繊維、アルミナ繊維、炭化ケイ
素繊維、金属繊維、有機（ポリアラミド、ＰＢＯ、液晶ポリマー繊維、ＰＶＡ、ＰＥポリ
フェニレンサルファイド繊維など）繊維または炭素繊維などが好ましく使用できる。これ
らの中でも、とくに炭素繊維は比強度および比弾性率に優れ、耐吸水性に優れるので、航
空機や自動車などの構造材の強化繊維として好ましく用いられる。中でも、高靱性炭素繊
維であると、成形される強化繊維プラスチックの衝撃吸収エネルギーが大きくなるので、
各種産業用途はもとより航空機１次構造材としても適用が可能となる。
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【００２０】
　強化繊維が配列したシート２の形態としては、織物（一方向、多軸）、編物が挙げられ
る。中でも高い力学特性の成形品が得られることから一方向または２～４軸の織物が好ま
しい。ここでいう一方向織物とは例えば図３に概略斜視図を示すように、応力が集中する
ような屈曲を有しない強化繊維６を一方向にお互いに並行にシート上に配列し、このシー
ト面の両側に強化繊維を一方向に互いに並行にシート状に配列し、このシート面の両側に
強化繊維と交差する、細い横糸７が位置し、これら横糸７と、強化繊維と並行する縦糸方
向補助糸８とが織組織をなして強化繊維を一体に保持してなる、いわゆる一方向ノンクリ
ンプ織物のことをいう。また多軸の織物としては、２軸の平織りを使用すると意匠面の要
望が強い自動車用途を始め、各種産業用途に使用することできることから好ましい。
【００２１】
　プリフォーム用基材を構成するシート２の目付は、取り扱い性が良く、シートを製造す
るコストが安くできることから、１００～１０００ｇ／ｍ２未満であることが好ましい。
また該プリフォーム用基材で作成した成形品の所望の力学特性が得られる範囲ならば、適
宜目付の異なるシートを組み合わせた構成にしても良い。
【００２２】
　また、シート２を部分的に接合する手段として、レーザーによる溶着接合、超音波によ
る溶着接合、熱プレスによる溶着接合などが挙げられるが、なかでも加熱、加圧をしてシ
ート間を接合する熱プレスによる接合方法が、作成した成形品が高い力学特性を発現でき
る。接合ピッチＰの間隔は、設備が簡略化できること、所望の剥離強さが得やすいことか
ら５～３００ｍｍが好ましく、より好ましくは１５～１００ｍｍである。

【００２３】
　接合機能を有する材料の形態としては、例えば粒子状、繊維状、フィルム状のものが挙
げられる。中でも、プリフォームにおける強化繊維体積率を高くすることができる点から
粒子の形態が好ましい。該粒子は、平均直径（楕円形の場合は平均短径）が小さければ、
小さいほど均一にシート２の表面に分散させることが可能となるため、１ｍｍ以下が好ま
しく、２５０μｍ以下であればより好ましく、５０μｍ以下がさらに好ましい。シート２
の表面に配置した粒子の径が大きいほど表面の凹凸が大きくなり、強化繊維が屈曲する可
能性があるので、強化繊維が配列したシート２表面における粒子の平均厚さは、５～２５
０μｍの範囲であることが好ましい。
【００２４】
　接合機能を有する材料３の配置量は、前記したような力学特性の向上効果が得られ、か
つマトリックス樹脂の含浸性を阻害しない点からプリフォーム用基材１の強化繊維に対し
て０．５～２０重量％の範囲であることが好ましい。また厚み方向に剥離強さの異なるプ
リフォーム用基材が得やすいことから、各シートに配置する接合機能を有する材料３の配
置量を上記範囲で厚み方向に変化させてもよい。なお、該接合機能を有する材料３の配置
面は含浸性や成形品の力学特性を阻害しなければ、片面、両面のいずれかに特定するもの
ではない。
【００２５】
  接合機能を有する材料３として、シート間を部分的に接合できるものならば特に限定さ
れるものではないが、接合機能以外に各種力学特性を向上させることができることから樹
脂材料が好ましく使用される。具体的な樹脂材料としては、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂
が挙げられ、これらを単独で使用しても組み合わせて使用しても良い。
【００２６】
　熱可塑性樹脂としては、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリエーテルイ
ミド、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリフェニレンエーテル、ポリエーテルニ
トリル、ポリエーテルエーテルケトン、及びポリエーテルケトンケトン、これらの変性樹
脂、共重合樹脂などを使用するのが好ましく、その中でもポリアミド、ポリエーテルイミ
ド、ポリフェニレンエーテル、ポリエーテルスルホンを使用するのがシート間の強度を増
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加させることができる点でより好ましい。
【００２７】
　熱硬化性樹脂としては、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ビニルエステル樹脂
、フェノール樹脂などが好ましく使用することができる。
【００２８】
　また熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂を組み合わせて使用することは、両者の優れた点を両
立でき好ましい。例えば、熱可塑性樹脂を熱硬化性樹脂で改質することにより、熱可塑性
樹脂の耐溶剤性を熱硬化性樹脂により改善しかつ、熱可塑性樹脂の特有の高い靭性向上効
果を得ることが可能となる。このような目的において、熱可塑性樹脂の配合量は耐衝撃性
に優れた強化繊維プラスチックが得られる点から３０～１００重量％であることが好まし
い。
【００２９】
　本発明のプリフォーム用基材１のシート枚数は３枚以上であるが、シート間の剥離強さ
を変化させることができるのであればこれに限定されず、多いほど本発明の効果をより一
層発揮することができる。またシート２の配置構成は、所望の力学特性と樹脂の含浸性が
得られるのであれば特に限定されるものではないが、（４５°／０°／－４５°／９０°
）、（４５°／９０°／－４５°／０°）などの４５°ずれや（０°／９０°）、（４５
°／－４５°）などの９０°ずれや（０°／０°）、（９０°／９０°）などの同配向の
配置構成を少なくとも１種以上含むものが好ましい。中でも方向による力学特性の差が少
ない、（４５°／０°／－４５°／９０°）などの４５°ずれの配置構成を含むことが好
ましい。なお、ここでいう０°とは連続したプリフォーム用基材の長手方向のことであり
、強化繊維が配列したシートが一方向に配列したトウシートや一方向織物においては、強
化繊維配列方向のことであり、二軸織物においては、たて糸の配列方向のことである。
【００３０】
　本発明のプリフォームは前記プリフォーム用基材を用いて作成したものであり、例えば
次のように作製することができる。雄型のプリフォーム型に複数枚のプリフォーム用基材
を、基材間に接合機能を有する材料３が位置するようにセットし、この上から雌型の賦形
型を載せ、賦形型を接合機能を有する材料のＴｇ以上に加熱し、若干加圧した状態で基材
同士を接合させた後、温度を下げて脱型することによって得られる。
【００３１】
　次に本発明のプリフォーム用基材の製造方法について図を用いて説明する。図５は本発
明の製造方法の実施に用いる製造装置の一態様例を示した概略断面図である。図において
、積層体１１は接合機能を有する材料３が配置したシート２を所定枚数配置したものであ
り、シート間を部分的に接合する手段としてツール板１０、圧子１２、圧着用治具１３、
プレス機１４から構成される。本発明の製造方法は、例えば、該製造装置を用いて以下に
述べる工程を経て行われる。
　（Ａ）接合機能材料配置工程
　強化繊維が配列したシート２上に少なくとも片面に、樹脂材料などの接合機能を有する
材料３を配置する。適宜加熱して、接合機能を有する材料３をシート２に付着させれば、
取り扱い性に優れるシートを得ることができる。
　（Ｂ）配置工程
　ツール板１０上に接合機能を有する材料３が配置されたシート２を所定枚数配置し、積
層体１１を作る。剥離強さを厚み方向に変化させるために、所望の力学特性が得られる範
囲で接合機能を有する材料３の配置量が異なるシート２を配置することができる。また、
該配置工程でシートの間に接合機能を有する材料３を配置しても良く、例えば熱可塑性樹
脂から糸状体で構成される網状体を配置すれば、マトリックス樹脂の含浸特性や力学特性
を向上させることができる。また、ツール板は熱伝導率が高いこと、剛性が高く変形しに
くいことから、鉄やアルミなどの金属性のものが好ましいが、ＦＲＰ性のものでも良い。
　（Ｃ）接合工程
　前記（Ｂ）工程で作成した積層体のシート２同士を、接合機能を有する材料３を媒体と
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して部分的に接合する。シート２同士を部分的に接合する手段として、レーザーによる溶
着、超音波による溶着、ステッチ糸による接合、熱プレスによる溶着などが挙げられるが
、なかでも加熱された圧子を用いて加熱、加圧をしてシート間を接合する熱プレスによる
方法が、作成した成形品が高い力学特性を発現できる。以下に、熱プレスで、シート間を
部分的に接合する例を示す。
【００３２】
  まず、積層体１１、ツール板１０、圧子１２、圧着用冶具１３、プレス機１４を所定の
温度まで加熱する。ここでいう圧着用冶具１３とは各シート間を部分的に接合するための
ものであり、積層体１１を直接押圧する圧子１２が取り付けられている。またプレス機１
４は、圧着用冶具１３に所望の力を掛けられるものであるならば特に限定されず、プレス
機１４の代わりに重りなどを用いても良い。
【００３３】
  加熱の手段は、所望の温度に加熱できるのであれば、特に限定されるものではないが、
オーブンを用いた熱風加熱方式で積層体１１を加熱する方法や圧子１２とツール板１０で
挟み込んで直接加熱する方法が、効率の良い加熱手段として挙げられる。加熱温度は、接
合機能を有する材料３を媒体としてシート間を部分的に接合できる範囲ならば特に限定さ
れないが、効率良くシート間を接合できることから、Ｔｇ（ここでいうＴｇとはシートに
配置している接合機能を有する材料３のガラス転移温度）より高い温度であることが好ま
しい。また積層体１１を温度の異なる熱媒体で上下から加熱し、厚み方向に温度勾配を持
たせて、接合機能を有する材料３の軟化具合を調整すれば、効率良く剥離強さが厚み方向
に変化するプリフォーム用基材を得ることができる。
【００３４】
  次にプレス機１４を用いて圧着用冶具１３で積層体１１を押圧し、各シート間を接合機
能を有する材料３で部分的に接合する。部分的に接合する手段としてピン状の圧子１２を
用いれば、設備を簡略化できることからより好ましい。
【００３５】
　圧子１２の押圧部の形状はシート２を傷つけないものが好ましく、球状もしくは角を面
取りした矩形状のものが好ましい。押圧部の面積は、あまり大きくし過ぎるとシート間の
自由度が小さくなり皺を防止するようなシート間のすべりが生じにくくなり、また圧着部
の面積を小さくし過ぎると所望の剥離強さを得るために圧子の数を増やす必要があること
から、１～１００ｍｍ２が好ましく、５～５０ｍｍ２であればより好ましい。
【００３６】
  圧子１２で押圧する時間は、シート間を部分的に接合できる範囲ならば特に限定されな
いが、厚み方向に剥離強さが変化するプリフォーム用基材１が得やすいことから、１０分
以内が好ましく、より好ましくは５分以内であり、さらに好ましくは３分以内である。  
また押圧時間を短くして、シート間を部分的に接合するための押圧力を多方向に分散させ
れば、厚み方向に剥離強さが変化するプリフォーム用基材を効率良く作成することができ
る。
【００３７】
　また本プリフォーム用基材１は圧子１２で片面から押圧されているために、押圧側表面
に窪み４を有しているのも特徴の一つである。
【実施例１】
【００３８】
以下にプリフォームを作成する場合の実施例を図面を参照して説明する。まず、強化繊維
が配列したシート２としては、引張り強さが５８００Ｍｐａ、引張弾性率が２９０ＧＰａ
のフィラメント数が２４０００本の炭素繊維を用いて、炭素繊維重量２００ｇ／ｍ２のシ
ートを製織した。
（Ａ）接合機能を有する材料を配置する工程では、ポリエーテルスルホンとエポキシ樹脂
の配合割合が７０：３０の混合樹脂を粉砕した樹脂材料（Ｔｇ：７０℃）の粉体を、シー
ト２（長１０００ｍｍ＊幅３００ｍｍ、厚み１ｍｍ）の表面に散布した後、過熱して付着
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させた。配置量は適宜調整し、樹脂の配置量が異なるシートを各種水準（水準１：５ｇ／
ｍ２、水準２：１０ｇ／ｍ２、水準３：１５ｇ／ｍ２）準備した。
（Ｂ）配置工程において、ツール板１０上に合計６枚（水準１の２枚から水準２の２枚、
水準３の２枚の順）厚み方向に配置した。配置構成は９０°ずれで、（０／９０°／０°
／９０°／０°／９０°）の構成となるように配置し、積層体１１を作成した。
（Ｃ）接合工程において、まず、積層体１１、圧子１２、圧着用治具１３、プレス機１４
を８０℃の雰囲気下で４０分間静置した。次に該積層体１１に圧着用治具１３を載せ、プ
レス機１４により各圧子１２の押圧が０．１ＭＰａ、接合ピッチが１５ｍｍとなるように
して熱プレスを５分間行い、プリフォーム用基材１を作成した。
【００３９】
　該プリフォーム用基材からシート間の剥離強さ測定をするために、ツール板側から２－
３シート間と４－５シート間を剥がし、シート間の剥離強さ測定用の試験体を作成し、評
価・比較したところ、σ内（ツール側）＝１５０Ｎ／ｍ２、σ中（中心部）＝１７０Ｎ／
ｍ２、σ外（押圧側）＝１９５Ｎ／ｍ２であった。また該プリフォーム用基材から１５０
ｍｍ角の大きさを切り出し、剥離強さの強い側（ツール側）を内側にして、賦形型９（両
端はＲ=５ｍｍの曲面）に配置・賦形してＣ型のプリフォームを作成したところ、皺のな
いプリフォームが得られた。また上記比率の関係式から増加比率ＲaとＲｌを求めたとこ
ろ、いずれも上記条件｛（σ内とσ中：Ｒa＝１３．３％、Ｒｌ＝４．２％、Ｒa＞Ｒl）
、（σ内とσ外：Ｒa＝３０．０％、Ｒｌ＝８．４％、Ｒa＞Ｒl）｝を満たしていた。
【実施例２】
【００４０】
　実施例１において（Ａ）接合機能を有する材料を配置する工程において、樹脂材料の配
置量が１０ｇ／ｍ２のシートを６枚準備した。
（Ｂ）配置工程でツール板１０上に合計６枚のシートを厚み方向に配置した。配置構成は
９０°ずれで、（０°／９０°／０°／９０°／０°／９０°）の構成となるように配置
し、積層体１１を作成した。
（Ｃ）接合工程において、積層体１１のツール面側を９０℃、押圧側を７０℃の熱媒体を
用いて、積層体の厚み方向に温度勾配がでるように加熱し、圧着用治具１３で熱プレスを
５分間行い、プリフォーム用基材を作成した。該プリフォーム用基材からツール板側から
２－３シート間と４－５シート間を剥がし、シート間の剥離強さ測定用の試験体を作成し
、評価・比較したところ、σ内（ツール側）＝１００Ｎ／ｍ２、σ中（中心部）＝１１０
Ｎ／ｍ２、σ外（押圧側）＝１２０Ｎ／ｍ２であった。また該プリフォーム用基材から１
５０ｍｍ角の大きさを切り出し、剥離強さの強い側（ツール側）を内側にして、賦形型９
に配置・賦形してＣ型のプリフォームを作成したところ、皺のないプリフォームが得られ
た。また上記比率の関係式から増加比率ＲaとＲｌを求めたところ、いずれも上記条件｛
（σ内とσ中：Ｒa＝１０．０％、Ｒｌ＝４．２％、Ｒa＞Ｒl）、（σ内とσ外：Ｒa＝２
０．０％、Ｒｌ＝８．４％、Ｒa＞Ｒl）｝を満たしていた。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の一実施態様に係るプリフォーム用基材の斜視図である。
【図２】図１のプリフォーム用基材のＡ－Ａ線矢視の断面図である。
【図３】一方向織物基材の一実施態様に係わる斜視図である。
【図４】プリフォーム用基材を賦形型に沿わせた状態を示す概略図である。
【図５】本発明のプリフォーム用基材の製造時の断面図である。
【符号の説明】
【００４２】
　　　１　　プリフォーム用基材
　　　２　　強化繊維が配列したシート
　　　３　　接合機能を有する材料
　　　４　　窪み
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　　　５　　一方向織物基材
　　　６　　強化繊維
　　　７　　横糸
　　　８　　縦糸方向補助糸
　　　９　　賦形型   
　　１０　　ツール板
　　１１　　積層体
　　１２　　圧子
　　１３　　圧着用治具
　　１４　　プレス機

【図１】

【図２】

【図３】
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